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（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
鳥
取
県
企
業
立
地
等
事
業
助
成
条
例
第
３
条
第
１
項
の
知
事
の
認
定
を
受
け
た
企
業
立
地
事
業
に
係
る
企
業
立
地
事
業
補
助
金
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

議
案
第
１
０
号

　
　
鳥
取
県
営
社
会
体
育
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
営
社
会
体
育
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
96
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
25
年
６
月
６
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
営
社
会
体
育
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
鳥
取
県
営
社
会
体
育
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
39
年
鳥
取
県
条
例
第
24
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
太
枠
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前
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（
設
置
）

第
２
条
　
ス
ポ
ー
ツ
を
振
興
し
、
も
っ
て
県
民
の
心
身
の
健
全
な
発
達
に
寄
与
す

る
た
め
、
鳥
取
県
営
社
会
体
育
施
設
（
以
下
「
社
会
体
育
施
設
」
と
い
う
。
）
を

次
の
と
お
り
設
置
す
る
。

名
称

位
置

鳥
取
県
立
武
道
館

米
子
市

鳥
取
県
営
鳥
取
屋
内
プ
ー
ル

鳥
取
市

鳥
取
県
営
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場

西
伯
郡
南
部
町

（
設
置
）

第
２
条
　
ス
ポ
ー
ツ
を
振
興
し
、
も
っ
て
県
民
の
心
身
の
健
全
な
発
達
に
寄
与
す

る
た
め
、
鳥
取
県
営
社
会
体
育
施
設
（
以
下
「
社
会
体
育
施
設
」
と
い
う
。
）
を

次
の
と
お
り
設
置
す
る
。

名
称

位
置

鳥
取
県
立
武
道
館

米
子
市

鳥
取
県
営
鳥
取
屋
内
プ
ー
ル

鳥
取
市

鳥
取
県
営
米
子
屋
内
プ
ー
ル

米
子
市

鳥
取
県
営
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場

西
伯
郡
南
部
町

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
鳥
取
県
営
米
子
屋
内
プ
ー
ル
の
鳥
取
県
営
社
会
体
育
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
第
３
条
に
規
定

す
る
業
務
を
行
う
者
に
つ
い
て
は
、
鳥
取
県
公
の
施
設
に
お
け
る
指
定
管
理
者
の
指
定
手
続
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
16
年
鳥
取
県
条
例
第
67
号
）
第
４
条
第
１
項
及
び
第
５
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（
設
置
）

第
２
条
　
ス
ポ
ー
ツ
を
振
興
し
、
も
っ
て
県
民
の
心
身
の
健
全
な
発
達
に
寄
与
す

る
た
め
、
鳥
取
県
営
社
会
体
育
施
設
（
以
下
「
社
会
体
育
施
設
」
と
い
う
。
）
を

次
の
と
お
り
設
置
す
る
。

名
称

位
置

鳥
取
県
立
武
道
館

米
子
市

鳥
取
県
営
鳥
取
屋
内
プ
ー
ル

鳥
取
市

鳥
取
県
営
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場

西
伯
郡
南
部
町

（
設
置
）

第
２
条
　
ス
ポ
ー
ツ
を
振
興
し
、
も
っ
て
県
民
の
心
身
の
健
全
な
発
達
に
寄
与
す

る
た
め
、
鳥
取
県
営
社
会
体
育
施
設
（
以
下
「
社
会
体
育
施
設
」
と
い
う
。
）
を

次
の
と
お
り
設
置
す
る
。

名
称

位
置

鳥
取
県
立
武
道
館

米
子
市

鳥
取
県
営
鳥
取
屋
内
プ
ー
ル

鳥
取
市

鳥
取
県
営
米
子
屋
内
プ
ー
ル

米
子
市

鳥
取
県
営
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場

西
伯
郡
南
部
町

　
　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
鳥
取
県
営
米
子
屋
内
プ
ー
ル
の
鳥
取
県
営
社
会
体
育
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
第
３
条
に
規
定

す
る
業
務
を
行
う
者
に
つ
い
て
は
、
鳥
取
県
公
の
施
設
に
お
け
る
指
定
管
理
者
の
指
定
手
続
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
16
年
鳥
取
県
条
例
第
67
号
）
第
４
条
第
１
項
及
び
第
５

条
の
規
定
に
よ
ら
ず
、
教
育
委
員
会
が
そ
の
候
補
者
を
選
定
す
る
も
の
と
す
る
。


